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英
閤
柑
務
官
計
に
お
け
る
蹴
債
償
却
の
生
成
確
立
過
程
伺

第
七
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六
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王
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停
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四
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英
園
税
務
曾
計
に
お
り
る

減
債
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程

(二)

官当・
I司

寺

貞

男

四

坑
遣
の
減
債
償
却
ゐ
よ
び
埋
擁
鎖
物
白
減
耗
控
除
を
要
求
す
る
鎖
業
資
本
の
動
き
は
、
第
三
章
(
本
龍
五
月
齢
)
に
hz
い
て
越
ベ
た
よ

う
に
、
す
ぞ
に
十
九
世
紀
の
中
葉
に
始
め
ら
れ
て
治
り
、
ま
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
一

A
白
土
地
に
関
連
す
る
企
業
は
一
八
六
六
年
歳
入
法

、』
d
o
同
2
2
z
o
k
r
n
F
5
5
0
の
第
八
僚
に
お
い
て
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

D
の
課
税
所
得
算
定
方
法
に
よ
っ
て
査
定
が
お
こ
た
わ
れ
て
い

た
が
、
一
八
吃
八
年
閥
税
及
び
内
閣
歳
入
法
の
ス
ケ
♂
ュ

l
ル
D
は
鎖
山
用
機
械
の
減
債
償
却
を
認
め
た
の
み
て
、
い
日
ぜ
ん
と
し
て
一

zmγ

グ
ス
ペ
シ
テ
ィ
チ
ユ
マ
ロ
ス
ト

八
四
ご
年
所
得
税
法
の
、
費
本
的
支
出
・
損
失
に
つ
い
て
は
課
税
所
得
算
定
上
な
ん
ら
の
老
慮
も
は
ら
わ
た
い
と
い
う
基
本

原
則
士
維
持
し

τ
い
た
。
即
ち
坑
道
は
、
減
債
償
却
の
認
可
封
象
と
な
っ
た
特
定
資
産
グ
ラ
ス
に
は
含
ま
れ
ず
、
ま
た
鎖
物
の
採
掘
に

と
も
左
う
減
耗
に
つ
い

τの
控
除
は
認
め
ら
れ
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
税
務
合
計
に
お
け
る
制
限
的
在
取
扱
い
を
、
控
除
範
園
を
撹
大
し
よ
今
と
努
力
し
て
き
た
鎖
業
資
本
が
黙
認
す
る
は
ず

は
な
か
っ
た
。
鎖
業
資
本
の
側
か

b
す
る
「
い
か
な
る
控
除
も
資
本
的
支
出
に
謝
し
て
は
認
可
さ
れ
た
い
と
い
う
基
本
原
則
を
鏡
山
に



調
用
ず
る
こ
と
を
回
避
す
る
各
種
の
試
み
が
た
さ
れ
た
。
か
か
る
試
み
は
す
べ
て
失
敗
し
た
(
一
九
二
六
年
現
在
)
が
、
そ
の
最
も
回
単
純

た
も
り
は
石
炭
の
責
却
に
主
る
牧
盆
か
ら
年
度
中
に
酒
渇
し
た
石
炭
の
賢
際
債
値

R
H
E
-
S
F
o
を
控
除
す
る
己
と
に
つ
い
て
の
請

求
て
あ
り
、
主
要
な
判
例
は
、
・
EE---
坑
遣
の
減
慣
」
に
つ
い
て
の
控
除
の
請
求
で
あ
っ
た
。
ま
づ
主
要
な
判
例
と
い
わ
れ
る
坑
遣
の
減

債
償
却
控
除
に
つ
い
て
の
備
業
養
本
の
要
求
と
そ
れ
に
劃
す
る
裁
判
所
側
の
見
解
を
考
察
し
て
み
上
う
。

一
八
八
一
年
の
の
旦
冒
o
m
m

司
自
の
P
4・
E
B
W
(
H
g
H
)
事
件
に
お
い
て
、
坑
還
の
建
設
費
は
者
本
的
支
出
て
あ
い
、
鎖
山
所
有

者
は
鎖
山
の
あ
ら
ゆ
る
坑
請
の
年
々
の
減
慣
に
相
常
す
る
金
額
士
特
定
年
度
に
治
け
る
鎖
山
の

f
W
7
I

一bfか
ら
償
却
叉
は
控
除
し
え

コ
ス
ト
オ
ず

p
，

キ

ン

グ

ヨ

努

ト

グ

友
い
、
「
鍍
山
か
ら
得
た
利
盆
と
い
A
J
概
合
は
、
:
私
の
考
え
て
は
鯨
山
の
蓮
瞥
費
を
控
除
し
、
銃
山
の
建
設
費
ー

を
差
引
か
友
い
、
鎖
山
か
ら
得
た
金
利
袋
を
意
味
す
る
」
と
、
坑
道
の
減
債
償
却
を
否
認
し
た
判
決
が
下
さ

(
同

b
丘
町
A
W

ロ
E
問。。〕

れ
た
。
己
の
事
件

2
2
F
E
2
2が
、
最
終
的
に
は
控
除
否
認
の
判
決
を
支
持
し
た
と
は
い
え
、
利
盆
と
し
て
分
配
叉
は
費

消
さ
れ
る
金
額
を
確
定
す
る
た
め
に
曾
祉
の
帳
簿
か
ら
坑
請
の
減
債
部
分
を
償
却
す
る
己
と
は
王
宮
ぜ
あ
る
と
い
う
見
解
を
の
べ
て
い

た
己
と
七
軽
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

F
Q
a
の
E
E切
の
見
解
は
一
八
九
四
年
の
足
。
同
戸
己
d

列
者
FOSH
の
円
。
雪
山
口
。
冨
】
E
四
国
内
。

の
σ
E
l出。。
Hn

冨
5
0
1
n。平一回。。
-n

の
。
自
国
民
主
は
、
組
合
事
業
損
盆
計
算
書

色
2
7一
回
。
。
ど
を
少
〈
と
も
十
六
週
に
一
回
作
成
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
(
株
主
)
陀
提
出
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
に
利
袋
の
阻
営
h
f
b
己
な
い
、

合∞
Z
)
事
件
に
お
け
る
一
般
委
員
の
見
解
に
受
繕
が
れ
て
い
る
。

一
八
四
九
年
白
錫
坑
法
印
宮
口

2
E
g
〉

E

K
従
い
、

主
た
パ
ー
ト
ナ
ー
は
何
時
に
て
も
勘
定
の
期
間
的
締
切
の
の
ち
に
、
無
限
責
任
を
お
ょ
っ
と
と
左
く
随
意
に
耽
逗
し
う
る
銭
山
経
借
の
一

方
法
(
。
。
m
n
l出
B
M
n
]
E
5
q
r
l
η
。
早
出

g
r
s一再
O
E
)

を
と
っ
て
い
た
た
め
、
利
目
祉
が
配
分
さ
れ
る
前
に
あ
ら
ゆ
る
支
出
を
控
除

め

す
る
合
計
手
践
を
採
っ
て
お
り
、
資
本
的
支
出
は
存
在
し

τい
た
か
っ
た
。
か
か
る
企
業
白
舎
計
賢
践
を
傘
重
し
た
一
般
委
員
は
、

英
固
税
韓
官
計
に
お
け
る
惜
債
償
即
の
生
成
・
確
立
過
程
伺

第
七
十
六
巻

五
O 

第

盟

四
五



第

七

十

六

巻

五

O

一一
一

の
。
耳
白
。
。
同
川
区

E
o
に
あ
い
て
は
、
資
本
心
性
質
を
も
っ
何
物
も
有
在
せ
ず
、
あ
b
ゆ
る
費
用
が
支
椀
わ
れ
る
法
て
鎖
山
経
瞥
か
ら
の

利
盆
は
後
生
し
え
な
い
と
の
見
解
を
い
だ
き
、
新
坑
建
設
の
た
め
に
要
し
た
金
額
は
控
除
さ
れ
う
る
と
決
定
し
わ
。
し
か
し
一
般
委
員

の
決
定
は
法
廷
に
も
ち
己
ま
れ
る
と
く
つ
が
え
さ
れ
、
裁
判
官
は
、
計
算
が
ゆ
己
な
わ
れ
て
い
る
方
法
は
課
税
所
得
算
定
上
の
相
違
を

生
み
だ
さ
な
い
、
し
た
が
っ
て
一
般
委
員
舎
の
と
っ
た
見
解
は
誤
謬
で
あ
る

U
判
決
し
、
坑
道
建
設
費
の
永
久
投
資
性
を
主
張
す
る
立

英
国
税
務
曾
計
に
お
け
る
減
債
償
即
の
生
成
・
確
立
過
程
伺

事

競

四
六

場
を
ゆ
ず

b
な
か
っ
た
。

声。

E
2
4・
当
F
O
乙
旨

5
ロ
闘
の
Q

事
件
に
お
け
る
一
般
委
員
と
法
廷
白
見
解
の
相
違
は
、
そ
の
ま
ま
、
一
九
一
一
一
年
の
出
。

E
R

〈

国

M
5
2
冨
吉

F

ロ
E
古
品

(
E
H凶
〕
事
件
K
-お
い
て
再
現
し
て
い
る
。
鋭
鎖
曾
枇
は
「
古
川
鎌
山
が
宜
祭
に
全
部
て
は
た
い
に
し

ろ
部
分
的
に
洞
渇
し
た
」
た
め
に
、
鎖
山
の
古
い
部
分
以
下
に
鎖
脈
を
登
見
し
よ
う
と
、
約
二
ヶ
年
の
月
日
と
二
九
四

O
ポ

γ
ド
を
費

し
、
坑
道
を
約
五

O
尋
掘
下
げ
た
。
こ
の
支
出
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
一
般
委
員
は
か
か
る
支
出
は
通
常
の
運
皆
費
て
あ
り
、
資
本

L

し
し
て
取
扱
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
決
定
し
、
蛍
該
金
額
の
控
除
を
認
め
た
が
、
裁
判
官
は
「
パ
セ
Y

ト
鎖
業
曾
祉
は
・
:
坑
道
士

披
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
坑
を
は
じ
め
た
と
同
じ
方
法
て
新
銀
山
主
事
質
問
裂
し
た
の
て
あ
ん
」
か
ら
、
新
坑
開
裂
に
支
出
し
た

金
額
は
、
姿
本
的
支
出
た
り
と
し
て
、
い
か
な
る
控
除
も
認
可
し
た
か
っ
売
。

坑
道
建
設
費
は
訊
久
的
左
資
本
投
下
で
あ
り
、
モ
れ
に
つ
い
て
の
掠
除
は
い
か
在
る
形
態
の
も
の
で
も

l
運
時
費
と
し
て
も
、
減
債

償
却
費
と
し
て
も

l
一
骨
認
き
れ
、
か
か
る
税
務
蛍
局
の
態
度
は
一
九
一
八
年
所
得
税
法
叶
古

F
S目
。
同
長
〉
2
L
E∞
に
手
っ
て

も
愛
更
さ
れ
な
か
っ
た
ロ
ま
た
一
般
に
資
本
の
増
減
は
課
税
所
得
に
関
係
す
る
も
の
と
見
倣
し
て
い
た
か
っ
た
所
得
概
念
か
ら
す
れ
ば
、

減
耗
拡
除
を
所
得
計
算
原
理
白
中
に
揖
取
し
た
い
の
は
営
然
で
あ
っ
た
。

キ
ヤ
ピ
グ
ル
で
ロ
一
ヘ
ト

一
八
七
八
年
に
鎖
山
の
部
分
酌
潤
渇
に
よ
る
資
本
的
損
失
に
関
し
て
控
除
を
請
求
し
た
石
茨
業
者
は
、
控
除
は
認
め
b
れ
友
い
と
判



決
を
下
吉
れ
(

H

巳
E
品
同

2
E
E
(】
向
山
口
角
)

4

H
-
巳
2
0
(
H
∞叶∞)〉一、

を
製
造
し
て
い
た
舎
祉
は
鎖
石
白
酒
渇
に
つ
い
て
控
除
を
な
す
資
格
が
あ
る
と
申
請
し
た
が
、
と
の
』
E
5
N
P
の
。
・
ぐ
出
。
己

(
E
g
)

ハ占
Y

ス

オ

ザ

-
n
p
堤

防

事
件
の
一
申
請
事
項
は
上
院
に
上
っ
て
か
か
る
取
扱
悼
を
在
す
資
格
は
な
い
と
否
認
さ
れ
た
。

一
九

O
六
年
に
チ
リ
に
沿
い
て
硝
石
を
採
掘
し
、
硝
醍
加
里

一
九
一
入
年
所
得
税
法
忙
至
っ
て
も
鍍
山
の
減
耗
控
除
に
つ
H
て
の
公
認
は
決
制
化
さ
れ
な
か
っ
介
。
し
か
し
な
が
ら
開
質
白
税
務

倉
計
に
お
い
て
、
減
耗
控
除
が
無
硯
さ
れ
た
わ
け
て
た
く
、
特
別
な
手
績
を
遁
じ
て
減
耗
に
射
す
る
税
務
上
の
救
済
が
行
在
わ
れ
て
い

た
の
ぞ
あ
る
。

第
一
次
世
界
大
践
を
契
機
と
し
て
、
一
九
↓
五
年
に
新
設
さ
れ
た
職
時
超
過
利
得
税
開
開
2
m
E。
皆
巴
再
可
に
主
る
所
得
税
の
檎
叫
閣

の
故
に
、
右
の
減
耗
控
除
に
つ
い
て
も
そ
の
必
要
が
生
じ
汗
が
二
九
一
主
年
(
第
一
一
)
歳
入
法
↓

Z
E
E
H
O〔
Z
。・

8
』
F
E
5は

減
耗
控
除
に
づ
い
て
仕
何
ら
ふ
れ
て
い
な
か
っ
売
の
ぞ
、
超
過
利
得
額
を
決
定
す
る
標
準
と
友
る
法
定
利
経
卒
(
通
常
利
往
率
)
を
鎖

山
業
白
場
合
に
特
に
引
上
げ
、
法
律
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
超
過
利
特
額
を
犀
縮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
減
耗
控
除
が
質
際
に
行
な
わ
れ
た

と
同
一
白
放
果
を

b
d刊
一
め
る
手
続
が
〉
し
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
五
年
(
第
一
一
〉
歳
入
法
第
四
十
僚
に
よ
仲
ば
、
職
時
超
過
利
得
税

J

ば
法
由
民
の
標
準
利
袋
率
(
六

l
h
M
)
を
超
え
る
利
集
部
分
(
超
過
利
得
)
を
劃
象
と
す
る
も
白
で
あ
っ
た
州
、
仲
裁
局
は
、
営
法
第

四
十
三
僚
に
よ
り
、
法
定
利
盆
率
を
引
上
げ
る
樫
限
を
も
っ

τ
い
た
た
め
、
鎖
業
資
本
の
申
立
に
よ

U
、
大
多
数
の
場
合
鎖
業
の
法
定

利
盆
率
は
引
上
げ
ら
れ
、
超
過
利
得
額
を
麿
縮
し
、
超
過
利
得
課
税
を
回
避
す
る
形
て
、
減
耗
控
除
心
問
題
は
充
分
に
解
決
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

へ
イ
グ
教
授
は
六
七
%
の
遜
常
利
得
率
の
上
k

d
二
|
二
一
一
・
豆
%
の
附
加
利
益
率
が
仲
裁
局
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た

こ
と
は
減
耗
控
除
が
い
か
に
重
要
左
己
と
て
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
針
。

註

ω
ロ
0
3】「
P
M
3骨
』
味
、
号
、
M
a
h
b
G

忌
h
X
2
5
同

3
P
P
E
r
o品

"
E
O∞
・
切
出
∞

英
圃
税
務
官
計

ι布
け
る
減
債
償
卸
の
生
成
・
確
立
過
程
伺

第
七
十
六
巻

五

O
凹

第

焼

四
七
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持
の
た
め
に
問
題
に
を
っ
た
よ
う
に
一
般
に
考
え
ら
れ

τい
る
。
取
巷
法
的
思
考
が
銭
道
曾
計
に
吸
牧
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
第
一
に
、

銭
道
D
固
定
資
本
は
幾
多
の
修
繕
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
奮
材
料
の
痕
跡
も
礎
ら
な
く
な
る
。
:
:
だ
か

b
、
可
動
資
本
は
た
え

ず
霊
高
比
さ
れ
つ
つ
あ
る

0

・EE---
〔
車
曹
の
賞
存
は
永
田
閥
的
で
あ
っ
て
、
と
り
亭
蜘
は
た
え
ず
砦
返
っ
て
い
計
」
と
ラ

l
F
ナ
|
等

の
餓
道
経
済
事
者
が
の
べ
て
い
る
銭
道
技
術
上
の
理
由
が
あ
り
、
第
二
に
は
、
メ
イ
が
指
摘
し
て
い
る
経
瞥
財
務
的
理
由
が
あ
る
。
財

務
的
見
地
上
り
す
れ
ば
、
初
期
の
餓
這
曾
祉
は
開
業
後
相
蛍
の
時
期
を
経
て
も
そ
の
固
定
費
を
回
牧
す
る
見
込
の
あ
る
も
の
は
ほ
ん
の

少
敢
に
す
ぎ
ず
、
競
走
に
う
ち
か
っ
た
め
に
、
技
術
的
に
資
本
の
維
持
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
費
用
の
計
上
を
繰
延
べ
、
配
営
を
遁
賞
な

大
き
さ
に
し
し
、
資
本
全
集
め
ね
ば
な
ら
左
か
っ
た
か

b
て
あ
る
。

し
か
し
た
が

b
、
取
替
法
に
よ
る
費
用
の
繰
延
ベ
が
一
般
酌
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
嘗
時
の
餓
道
曾
計
て
減
倶
償
却
叉
は
モ
れ
に
類
似

の
曾
計
方
法
が
現
賞
に
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
訓
判
断
す
る
の
は
あ
や
ま
ち
で
あ
る
。
一
八
四
一
年
の
「
イ
ギ
リ
ス
鎖
遺
」
誌
に
よ
れ

ば、

H
パ
プ
ー
ル

!
l
T
Y
チ
ぷ
ス
グ
l
銭
道
は
、
新
進
機
関
車
に
劃
す
る
支
出
を
営
刻
の
費
用
に
課
す
方
法
に
よ
っ
て
費
本
的
支
出

を
牧
益
的
支
出
に
計
上
し
、
ま
た
、
ロ

Y
F
Y
1
iパ
l
ミ

Y
ガ
ム
銭
道
は
普
通

ω
修
4
件
費
支
出
以
上
心
一
定
額
を
毎
年
準
備
す
る
こ

と
に
上
っ
て
減
債
償
却
(
取
替
)
基
金
を
設
け
て
い
た
り
で
あ
略
的
。
一
フ

l
F
ナ

l
は
蛍
時
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ベ
ル
ギ
ー
の
銭
道
経
瞥

者

ω
研
究
て
は
、
七
十
ポ

Y
F
の
ν
l
ル
は
約
二
十
年
の
一
害
時
命
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
「
も
し
年
々
レ
ル
に
つ
い
て
生
ず
る
損
耗
額
を

毎
年
の
修
繕
費
に
計
上
し
う
る
在
b
ば
、
営
然
そ
う
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
ご
十
年
後
に
レ
ー
ル
再
設
白
金
額
が
出
る

よ
う
に
積
立

τを
な
す
己
と
は
許
さ
れ
ね
ば
な
b
な
い
」
と
述
。
へ
、

「レ

l
Z取
替
に
あ
て
る
べ
き
積
立
金

5
5
E
E
E
E

-

4

 

品
納
骨

g
m
E丘
の
額
を
求
め
る
た
め
に
」
年
金
を
計
算
す
る
方
法
陀
雪
及
し
℃
い
る
。
ま
た
彼
は
営
業
量
の
膨
脹
に
よ
っ
て
必
要
と
左

ワ
た
新
草
輔
白
購
入
費
を
牧
録
的
支
出
に
計
上
す
る
こ
と
は
資
本
を
以
て
牧
盆
を
へ
ら
す
こ
と
に
な
り
、
現
在
の
配
営
を
孟
腕
す
る
一

英
図
棉
務
曾
計
忙
布
け
る
減
慣
償
印
の
生
成
・
確
立
過
理
科

第
七
十
六
巻

五
O
六

策

強

四
ブL



英
園
萌
務
官
計
に
お
け
る
誠
倒
償
即
自
生
成
・
確
立
過
程
伺

第
七
十
大
巻

豆
O
七

第

強

z 
O 

時
的
株
主
に
封
し
て
不
平
公
て
あ
る
と
し
て
、
か
か
る
手
践
に
反
封
の
態
度
を
と
っ

τい
た
が
、
一
方
現
在
白
車
鞠
の
維
持
お
よ
び
滅

債
に
つ
い
て
D
費
用
を
牧
谷
に
賦
課
し
た
い
と
す
れ
ば
、
永
久
的
株
主
白
負
櫓
に
治
い
て
投
機
株
主
主
好
遇
す
る
己
と
に
な
る
と
し
て
、

ν
1
ル
及
び
草
輔
の
減
債
償
却
を
、
取
替
の
た
め
の
必
要
性
及
び
公
平
な
毘
営
政
策
の
必
要
性
の
立
場
よ
り
認
め
て
い
た
。

己
の
工
う
に
現
質
化
し
て
い
た
鎖
道
白
減
償
償
却
問
題
は
一
八
四
九
年
に
上
院
特
別
委
員
舎
に
b
h
て
探
上
げ
b
れ
、
減
慣
償
却
に

つ
い
て
の
詮
言
を
え
て
作
成
さ
れ
た
同
委
員
曾
の
報
告
蓄
は
滅
債
償
却
準
備
金
D
設
定
金
女
の
よ
う
に
奨
周
し
て
い
た
。

「
線
路
、
建
物
、
車
胴
お
よ
び
そ
の
他
白
財
産
に
つ
い
て
豆
常
在
放
率
を
盈
揮
す
る
献
態
に
鎖
道
を
維
持
す
る
た
め
に
、
十
分
程
準

備
金
を
設
定
す
る
己
と
は
慎
重
な
己
と
で
あ
る
。
一
八
四
五
年
曾
祉
保
例
法
の
C
目
官
弓
の
E
g
g
〉

E
L
R日
第
百
十
-
一
僚
に
よ
っ

て
企
因
さ
れ
た
準
備
金
又
は
減
債
償
却
基
金
の
設
定
は
現
在
必
要
な
も
の
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
る
。
へ
き
も
の
と
思
ム
。
或
る
事
例
に

お

hrτ
そ
れ
は
現
寅
に
採
用
さ
れ
亡
い
る
。
か
か
る
基
金
た
く
し
て
は
、
資
本
が
ま
だ
維
持
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
資
本
金
滋
周
す

る
誘
惑
が
常
に
お
そ
い
か
か
り
、
資
本
が
消
耗
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
で
は
線
路
の
累
進
的
破
壊
は
殆
ん
ど
回
避
し
え
な
い
。
-
-
:
・
:

乙
の
基
金
へ
毎
年
繰
入
れ
る
正
確
な
金
額
を
法
に
よ
っ
て
規
定
す
る
己
と
は
困
難
な
こ
と
て
あ
る
が
、
基
金
へ
の
繰
入
れ
額
お
よ
び
取

く
づ
し
額
は
:
監
査
人
に
よ
っ
て
検
詮
さ
れ
、
株
主
の
開
質
に
き
ょ
う
さ
れ
る
よ
う
提
出
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
」
と
。

同
委
員
舎
の
主
張
し
て
い
る
滅
債
償
却
準
備
金
と
い
う
用
語
は
、
メ
イ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
今
日
用
い
ら
れ
て
い
る
原
債
の
償
却

E
5耳
U
5
8
色

g忠
の
同
義
語
て
は
丸
く
、
設
備
白
更
新
の
た
め
白
任
意
準
備
金
で
あ
っ
た
が
、
同
委
員
舎
が
銭
道
の
減
債
償
却
問

題
に
つ
い
て
の
意
見
を
護
表
し
て
以
来
、
複
合
計
制
を
規
定
し
た
一
八
六
八
年
鎖
道
統
制
法
問
。
宮
E
E自
民
間
巳

H需
品

k
r
p
H
g∞の

議
曾
遭
遇
主
て
減
債
償
却
論
争
は
績
く
の
て
あ
弘
。
投
資
は
永
久
的
て
あ
る
と
い
う
一
八
四
二
年
所
得
税
法
に
治
け
る
所
得
決
定
理
論

と
同
一
の
立
場
に
た
ち
、
公
益
事
業

E
-
5
2
3
9自
官
民
自
に
一
般
に
適
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
複
曾
計
制
は
減
憤
停
坤
を



い
か
に
取
扱
っ
て
い
た
で
あ
ろ
ろ
か
。
複
曾
計
制
が
最
一
初
に
法
的
に
採
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
銭
道
統
制
訟
に
お
い
て
、
減
債
償
却
準

備
金
は
命
令
的
に
φ

な
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
担
否
さ
れ
た
と
は
い
え
、
取
締
役
は
そ
の
設
定
が
遁
嘗
て
あ
る
と
判
断
し

た
左

b
ば
準
備
金
白
設
定
は
自
由
に
な
し
え
た
し
、
ま
た
準
備
金
を
設
け
ね
ば
な
ら
左
い
か
ど
う
か
の
問
題
は
監
査
人
が
減
債
償
却
を

牧
盆
に
劃
し
て
首
然
課
さ
る
べ
き
費
用
白
一
っ
と
卓
唱
え
る
か
ど
う
か
で
結
局
き
ま
っ
た
り
で
あ
る
か
ら
、
減
債
償
却
費
の
計
上
は
畿
道

統
制
法
に
よ
っ
て
担
否
さ
れ
る
と
と
な
く
、
帥
同
道
経
瞥
者
の
採
用
し
た
曾
計
政
策
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
鎖
道
曾
祉
は
減
債
償
却
準
備
金
主
現
賓
に
設
定
し
え
た
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
減
債
償
却
を
行
わ
な
く
て
も
、
資
本
的

支
出
を
修
繕
費
支
出
に
振
替
え
る
こ
と
に
よ
っ

τ、
減
債
償
却
を
行
っ
た
と
同
様
の
放
呆
を
牧
め
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
。
ウ
ィ

リ
ヤ
ム
ズ
が
一
八
六
七
年
に
土
木
荻
師
協
舎
で
行
っ
た
講
演
は
、
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
老
巧
な
鍛
道
経
皆
者
が
配
嘗
を
引

ア
げ
ま
た
は
引
上
げ
る
た
め
に
、
資
本
的
支
出
を
牧
盆
勘
定
に
ま
た
修
繕
的
支
出
士
資
本
的
支
出
に
蹴
誤
し
た
事
貫
を
明
瞭
に
え
が
い

τい
る
。

「
イ
ギ
リ
ス
の
種
々
な
る
鎖
道
曾
祉
は
幾
年
か
を
平
均
し

τ、
路
盤
や
建
物
の
修
繕
治
よ
び
維
持
費
と
し
て
衣
の
額
を
牧
盆
勘
定
に

記
入
し
て
い
る
(
線
路
一
英
マ
イ
ル
あ
た
り
年
額
)
、
ー
ー

n
y
F
Y
|
ノ
l
ス
ウ
ェ
ス
グ
l
y
鎖
道
:
=
一
七

O
ポ
Y
F
、

ミ
ァ
ド
ラ
ン
ド

|
1銭
道
:
:
:
一
三
五
ポ

Y
F
、

ロン

F
v
d

サ
す
ス
す
ぷ
ス
グ
I
Y
銭
道
EE--:
二
五
七
ポ

y
ド、

一
フ
ン
カ
シ
ャ

1
1
l
l
ヨ
タ
シ
ャ

l
鎖
道
:
:
:
三
七
七
ポ

Y
F
、

+
ウ
ス
イ
l
ス
F
l
y
鎖
道
・
・
:
ご
六
三
ポ
ン
ド
、

英
国
晴
務
曾
計
に
お
町
る
誠
債
償
邸
の
生
成
・
確
立
過
程
伺

第
七
十
大
巻

五

O
八

第

蹴

xi 



英
図
稲
務
官
計
に
お
け
る
減
償
償
帥
の
生
成
・
確
立
遇
税
伺

第
七
十
六
巻

主

O
九

第

強

Z工

プ
ラ
イ
ト

y
鎖
蓮
:
・
一
一
六
六
ポ
ン
ド
、

ご
チ
ェ
ス
グ
l

l

l

三
ア
ー
ル
F
銭
議

EE--
二
O
Oポ
Y
F
、

か
か
る
差
額
の
う
ち
現
質
的
支
出
の
相
違
に
由
来
す
る
部
分
ほ
、
極
め
て
僅
か
に
す
ぎ
左
い
。
モ
れ
は
、
殆
ん
ど
も
つ
ば
ら
諸
費
目
を

費
本
勘
定

K
負
わ
せ
る
か
牧
往
勘
定
に
負
わ
せ
る
か
と
い
う
計
算
様
式
の
相
蓬
か
ら
生
ず
る
]
と
。

叙
上
の
ご
と
く
十
九
世
紀
中
葉
に
お
い
て
す
で
に
賢
践
佑
さ
れ
た
銭
道
舎
計
に
治
げ
る
減
債
償
却
又
は
類
似
の
曾
計
方
法
は
、
そ
の

素
朴
左
曾
計
思
考
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
務
曾
計
の
領
域
へ
と
進
出
す
る
要
求
を
も
っ
て
い
た
。
企
業
曾
計
に
お
い
て
は
時
と
し
て
配

営
政
策
上
「
修
繕
支
出
を
州
経
勘
定
に
て
は
た
く
資
本
勘
定
に
移
す
と
い
う
こ
と
は
、
鎖
選
管
理
者
た
ち
が
彼
等
の
配
嘗
を
引
上
げ
る

た
め
の
周
知
の
手
段
て
あ
弘
」
と
い
わ
れ
る
曾
計
手
績
も
採
用
さ
れ
た
が
、
税
務
舎
計
に
お
い
て
は
、
常
に
損
金
横
大
の
要
求
が
つ
き

ま
と
っ
て
い
た
。
一
八
八

O
年
に
、
餓
道
府
聞
社
は
所
得
算
定
に
あ
た
り
草
爾
の
修
融
問
、
更
新
費
控
除
の
み
で
な
く
、
新
設
草
輔
の
損
耗

に
封
す
る
控
除
を
出
荷
求
し
た
が
、
特
別
委
員
は
修
繕
を
必
要
と
し
た
い
設
備
は
使
用
し
だ
し
て
か
ら
五
年
聞
は
新
し
い
時
と
牧
盆
カ
は

同
じ
て
あ
る
か

b
、
設
備
の
償
値
も
同
じ
ぞ
あ
る
と
の
意
見
主
要
明
し
て
、
請
求
を
担
否
L
b
o

裁
判
所
は
、
こ
り
の
巳
邑

S
U出

回

E
H
h。
〈
出
F
S
H
E
Q
2
3
事
件
に
お
い
て
、
銭
道
機
関
車
、
草
鞠
等
は
一
八
七
八
年
関
税
及
び
内
閣
歳
入
法
の
設
備
の
範
圏
に
属
す

る
己
と
を
認
め
た
が
、
特
別
委
員
の
決
定
に
干
渉
す
る
こ
と
を
害
ぼ
ず
、
一
八
七
八
年
関
税
及
び
内
閣
歳
入
法
第
十
二
僚
の
規
定
に
し

た
が
い
行
わ
れ
る
べ
き
損
耗
に
封
す
る
控
除
は
、
枚
程
を
う
る
た
め
の
減
債
に
封
ず
る
控
除
ゼ
あ
り
、
問
題
の
車
隔
に
は
所
得
を
う
る

目
的
白
た
め
の
減
債
は
な
W
か
ら
、

否
認
白
判
決
を
下
し
た
引
こ
白
事
件
て
二
回
以
上
の
損
活
に
つ
い

τの
控
除
が
問
題
と
去
っ
た
の
は
取
替
又
は
更
新
が
大
規
模
に
行
わ

れ
た
な
b
ば
遁
切
た
減
債
償
却
控
除
を
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
J

か
か
る
計
算
の
困
難
さ
が
減
慣

「
舎
一
世
は
二
回
以
上
損
耗
に
つ
い
て
の
控
除
を
た
し
え
な
い
」

(
戸
。
片
品
。
民
向
。
己
)
と
減
債
償
却



償
却
否
認
へ
と
税
務
営
局
の
態
度
を
か
た
め
た
の
て
は
念
〈
、
取
容
法
的
思
考
が
銭
遣
の
所
得
計
算
原
理
L
ム
な
っ
て
い
た
こ
と
が
減
債

国
高

r
r
v弘
田
氏
「
の
。
戸
田

ιι
日
ω
件。ロ

償
却
否
認
の
一
決
定
を
生
ん
だ
白
て
あ
る
。
と
の
と
と
は
一
八
八
九
年
の

(Hgu)
事
件
に

明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
悼
る
c

舎
祉
は
、
幹
線
の
水
準
に
ま
で
線
路
を
改
善
す
る
た
め
、
綾
路
の
一
部
の
改
良
に
支
出
し
た
金
額
と
、
融
問

(
軽
量
)
レ

1
ル
を
鋼
(
主
量
)
レ
ー
ル
と
交
挽
し
た
際
に
沿
げ
る
、
同
類
の
も
の
の
取
替
以
上
陀
支
出
し
た
超
過
額
士
資
本
勘
定
に

賦
課
し
た
が
、
判
決
は
曾
枇
の
手
績
を
正
営
左
も
の
と
し
、
己

h
b
の
金
額
の
控
除
を
認
め
な
か
っ

h
o
一
九
-
八
年
に
至
る
も
税
法

上
銭
謹
曾
祉
の
場
合
に
は
滅
債
償
却
は
認
め
ら
れ
ず
、
取
替
法
が
適
用
さ
れ
、
非
餓
謹
曾
一
昨
所
右
の
車
鞠
に
つ
い
て
の
み
買
%
の
定
率

仲
間
償
却
が
認
め

b
れ
た
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。

註
(且)(1) 

同
R
E
F
-
-
河聖
ERミ
F
g号、
3
E
8・
MVHH∞
の
件
E
P
Zロ
冨
日
忠
岡
田
・
ロ
自
問
4
r
p「
国

P
H
p
m
守
ナ
守
町

清
水
宗
一
、
滅
債
償
却
制
度
自
確
立
l
1
0
0
0円
曹
司
・

5可
。
所
詑
を
市
、
山
之
し
て
、
|
|
闘
西
大
事
総
持
論
集
、
昭
二
九
、
人
見
曲
、
=
一

七
回
三
七
六
頁
。

ω
F
H芹
E
S
K
F
口
切
除
昔
、
E
R潟、
F
b
N
E号
、
。
包
喜
・

5
8・司
M
N
C

ω
F
R
E
o
p
N
R
F
-
v・
2
0
8
a
h
E
B
r
-
-
o
E
P
E
F

凶

V

阻
む

同

W
F
R缶
百
二
鈴
子
宅
'
己

f
z
u
n
R
R
同
自
由
巴
E
a
O
F
F
-
-
w
勺

M

M

C

ω
一
八
四
五
年
舎
位
保
例
法
は
、
ガ
ス
曾
枇
、
ホ
道
曾
祉
の
ご
と
き
企
業
の
利
益
の
制
限
の
た
め
に
も
う
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
刀
、
曲
活
輯
制
法

と
共
に
複
百
計
制
を
耳
め
た
も
り
で
あ
る
(
同
4
E
広
告
丘
、
白

E
唱
自
国
E
自
由

F
O
Q自
P
Q
Qぷ
宿
主

-
D
聖母、

q
h
E
2
d
h青
hNS3

5
白
目
司
日
日
)
が
、
首
法
揮
官
ヤ
ニ
僚
は
「
株
主
へ
の
臨
首
L
う
べ
き
初
盆
を
決
定
す
る
ま
え
に
、
取
締
夜
は
、
最
善
ー
と
考
え
る
な
ら
ば
、
偶

後
事
故
ま
た
は
工
場

ω
撲
大
、
修
情
、
歌
且
に
封
L
、
彼
等
が
正
嘗
で
あ
る
k
考
え
る
金
額
を
利
益
か
ら
分
離
し
ワ
る
。
・
・
し
か
し
て
の

ち
、
建

E
株
主
に
配
首
し
う
る
」
左
規
定
L
、
減
債
償
却
は

AZ保
空
し
て
で
は
な
く
、
任
意
保
羽
と
し
て
い
た

(5・
目
。
‘

口
語
、
苫
ぬ
忠
明
6
2
G
¥
A
A是
Rhah
旬
、
句
、
、
満
足
ミ
ミ
芋

H
u
g
-
3】

F

]下白日∞・)。
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~ ，、

パ
ベ
詰
は
一
八
一
一
二
ニ
年
に
つ
改
良
に
続
く
改
良
て
、
い
ろ
い
ろ
た
機
械
が
来
完
成
の
ま
ま
モ
の
製
造
者
の
苧
も
と
区
残
っ
た
。
け

だ
し
、
そ
れ

b
D
機
械
は
L

よ
り
秀
れ
た
夜
明
に
よ
っ
て
既
に
陳
腐
化
さ
れ

τい
た
か
ら
ぜ
あ
ん
」
と
織
物
機
械
の
陳
腐
化
に
言
及
し
、

-
7
1
ド
ナ
ー
は
鍛
道
車
摘
、
機
闘
車
白
陳
衡
化
白
結
果
、
「
こ
れ
ら
の
車
鞠
に
つ
い
て
は
使
用
債
値
は
ち
っ
と
も
減
少
し
な
い
と
し
て
も
、

市
場
使
格
白
ご
豆
d
p
D
減
債
を
計
算
企
ざ
る
を
得
左
い
」
と
陳
帰
化
車
輔
自
償
却
の
必
要
性
を
論
じ
て
悼
る
。
ま
た
一
八
六
二
年
十
一

月
ご
十
六
日
附
「
グ
イ
ム
ス
」
誌
は
、
機
械
の
磨
損
白
た
め
の
控
除
は
「
機
械
が
磨
損
し
な
い
以
前
に
他
の
新
し
く
て
よ
り
優
秀
な
構

造
の
機
械
に
よ
ヲ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
た
め
に
絶
え
ず
生
ず
る
損
失
を
償
う
と
い
う
目
的
を
も
有
っ
て
い
る
一
]
と
記
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
減
債
償
却
の
生
成
し
た
十
九
世
相
中
葉
に
お
い
て
、

物
質
的
減
債
の
み
て
な
く
経
済
的
減
債
も
ま
た
合
計
針
象
と
吉
れ

て
企
業
舎
計
責
践
に
吸
敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
朗
自
て
あ
る
。
己
ζ
J
L

物
質
的
減
債
の
み
を
控
除
の
謝
象
と
し
て
認
め
た
一
八
七
八
年

闘
税
及
び
内
園
歳
入
訟
の
制
約
位
と
企
業
舎
計
賓
践
が
相
矛
盾
し
、
税
法
上
の
物
質
的
減
債
に
劃
す
る
控
除
が
一
八
九
三
年
九
四
年

白
四

O
O
高
ポ

Y
F
か
b
一
九

O
二
年
l
O
四
年
の
約
一
一
一
七
五
世
間
ポ

y
ド
に
増
大
し
、
ガ
ス
リ

l
等
に
代
表
さ
れ
る
減
債
償
却
理
論

が
経
済
的
減
債
を
強
調
し
だ
し
た
二
十
世
組
へ
白
移
行
期
に
、
経
済
的
減
債
の
税
務
舎
計
へ
の
浸
透
が
問
題
化
す
る
白
て
あ
る
。

一
八
九
四
年
白

国
己
目
L
O〕可

団
付

O
E国
主
聞
の
。

< 

k
r
F
E
合
理
仏
)
事
件
に
お
い
て
、
船
舶
曾
祉
は
付
陳
腐
化
し
つ
つ
あ
っ
た
舶

舶
に
起
因
す
る
牧
盆
力
の
減
債

Z
E
2
8
2
E
P
E。
る
え

E
E
F
m
宮
司
耳
及
び
M
H
物
理
的
減
債
と
は
匿
別
さ
れ
る
市
場
的
減
値

め

E
E
E旦
E
U
。同

F
d
r
o
H
S
E
o
を
船
舶
の
減
債
償
却
控
除
に
含
め
る
資
格
は
左
い
と
判
決
を
下
さ
れ
た
が
、
経
済
的
減
債
の
否
認
に

あ
き
た

b
な
い
商
業
曾
議
所
連
盟
』
由
。
2
巳
5
ロ

え

Q
臣
告
『
白
色
。
。
自
百
四
円
。
は
、
ヲ
イ
セ
ス
グ
l
靴
、
靴
下
協
舎
円

E
S昌
司

英
国
揖
務
官
計
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布
け
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債
償
却
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生
成
・
確
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過
程
伺
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七
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六
巻

ヨ主

第

盟

主

主



英
園
軸
務
曾
計
に
お
け
る
減
債
償
印
の
生
成
・
確
立
過
程
伺

静
七
十
六
巻

王

第

競

五
宍

出
。
。
門
自
仏
国

0
1
0
4
J
F色
。
目

に
促
さ
れ
て
、

「
企
業
白
機
械
は
糧
践
的
改
良
が
行
わ
れ
て
お
り
、
時
代
中
競
手
者
に
立
ち
お
く
れ

な
h
た
め
に
は
使
用
命
数
が
つ
き
る
以
前
に
、
機
械
は
廃
棄
又
は
取
替
え
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
敢
に
陳
腐
化
し
た
機
械
に
つ

い
て
白
控
除
が
認
め

b
れ
る
よ
う
法
士
改
正
す
べ
き
て
あ
る
」
と
D
請
願
書
を
大
蔵
大
臣
へ
途
つ
も
己
れ
に
封
す
る
返
答
文
書
に
b

い
て
大
蔵
大
臣
は
「
請
求
が
、
最
新
機
械
の
工
場
へ
の
導
入
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
揚
合
に
は
、
取
替
え

b
れ
た
機
械
白
現
在
債
値

日
許
吉
岡

E
E
o
に
相
官
す
る
取
替
費
用
。
Q
E
え

E
H
E
S
E
g
H
(未
償
却
残
高
マ
イ
ナ
ス
費
却
債
格
1
引
用
者
)
士
事
業
年
度
査
定

利
盆
か
ら
白
控
除
と
し
て
認
め
る
己
と
は
反
謝
ず
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
J
V
」
と
、
税
務
品
開
計
に
治
け
る
陳
腐
化
控
除
の
取
扱
い
に
つ

い
て
白
税
務
省
局
の
態
度
を
明
確
に
し
た
。
し
か
し
た
が

b
、
陳
腐
佑
控
除
が
一
八
九
七
年
に
所
得
税
法
ど
正
首
怠
る
採
除
と
し
て
認

識
さ
れ
た
と
考
え
る
臼
は
あ
キ
ま
っ
て
お
り
、
卑
に
税
務
質
践
で
部
分
的
に
始
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
所
得
税
委
員
倉
己
唱
日
H
E
S
t
M

の。

E
B
5
2
。ロ

F
E
E
0
4
E
の
指
摘
す
る
よ
う
に
経
済
的
誠
債
の
認
可
に
つ
い
て
の
法
制
佑
は
お
こ
た
わ
れ
な
か
っ
た
の
て
あ
ム
。

し
た
が
っ

τ長
い
間
陳
腐
化
控
除
を
人
々
が
認
知
し
え
も
仏
い
赦
態
が
続
き
、
ま
た
税
法
上
白
一
判
例
は
経
済
的
減
債
否
認
白
記
録
を
の

己
し
て
い
る
。

十
九
世
粗
末
に
お
い
て
は
船
舶
白
場
合
、
原
始
原
債

亡
一
般
化
し
て
沿
っ
た
。

】

1
2目
。
の
。
mH

白
四
d
p
を
毎
年
定
額
償
却
す
る
こ
と
が
、
税
務
舎
計
に
語
い

一
九

O
O年
に
舶
舶
舎
一
拡
が
さ
ら
に
控
除
白
増
額
を
要
求
し
、
五
d
p
D
定
額
控
除
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
委

員
は
、
船
舶
の
平
均
命
数
奇
R
品
。

P
E仲

間

B
a
ロ向。

は
二
十
八
年
て
あ
る
が
、

平
均
利
周
期
間
号
司
品
。

ι己
主
5
口
弘
子
。

盟
日
刊
円
ぐ
戸
。
。

は
十
七
年
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
六
ゲ
舟
白
控
除
は
減
債
を
回
牧
す
る
に
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
経
済
的
減
債
を
考
慮
し
て
償
却

額
(
卒
)
士
決
定
し
た
。
し
か
し
た
が
ら
、
こ
の
旬
。
臣
官
己
日

E
己
。
一
目
。
己
己

g
E
B
Z
E
H事
E
ロ
h

O

4

件
の
判
決
は
、
六
%
白
控
除
を
破
棄
し
、
経
済
的
減
債
を
否
認
し
て
し
ま
っ
た
。
同
様
の
判
決
が
、
一
九

O
九
年
の
「
。
包

B
の。

B
R『

F
g
r
o
(】

C
E
)
事



凸

Euh」
H

4

3

出
血
毛
局
内
世

(
H
C
C
@

〕
事
件
に
ゐ
い
て
も
下
さ
れ
て
い
る
。

E
Y
F
Y
州
議
合
は
一
九

O
四
年
三
月
に
、
多
く
の
舎
吐
か
ら

買
上
げ
た
軌
道
D
改
造
に
着
手
し
、
三
十
八
マ
イ
ル
白
軌
道
の
う
ち
消
耗
し
つ
く
し
て
い
た
五
マ
イ
ル
を
慶
棄
更
新
し
、
さ

b
k消
耗

し
つ
く
し
て
い
な
い
が
も
は
や
陳
腐
化
し
利
用
し
え
な
い
、
の
こ
り
D
=
一
十
一
一
一
マ
イ
ル
の
軌
道
と
馬
車
を
慶
棄
更
新
し
た
ロ

一
九

O
日

年
の
四
月
五
日
に
絡
る
年
度
り
所
得
税
の
査
定
に
あ
た
り
委
員
は
、
陳
腐
化
し
た
が
ま
だ
消
耗
し
て
い
な
い
=
一
十
三
マ
イ
ル
の
軌
道
と

馬
車
に
つ
い
て
の
控
除
を
認
め
る
巴
と
を
拒
否
し
、
こ
れ
ま
で
倉
批
が
採
用
し
て
い
た
取
替
の
た
め
由
貿
際
支
出
額
を
控
除
す
る
手
績

を
ふ
む
己
と
を
要
求
し
、
法
廷
も
ま
た
委
員
の
決
定
を
承
認
し
て
い

ho

絞
上
田
よ
う
に
、
税
法
上
の
判
例
に
闘
す
る
か
ぎ
り
陳
腐
化
控
除
否
認
は
一
九
一
五
年
K
至
る
ま
で
続
く
の
で
あ
る
が
、
企
業
の
側

か
ら
開
題
と
さ
れ
て
き
た
減
債
償
却
不
足
額
白
繰
延
が
一
九

O
七
年
の
歳
入
法

HFo
出

E
S
o
k
r
s
Eミ
第
一
一
十
六
俸
第
コ
一
項
て

認
め
ら
れ
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
営
時
白
英
国
税
務
合
計
の
課
税
所
特
算
定
上
に
お
け
る
減
債
償
却
控
除
白
位
置
は

特
殊
な
も
心
で
あ
り
、
今
日
り
よ
う
に
綿
径
金
よ
り
締
損
金
山
一
部
と
し
て
控
除
さ
れ
る
も
白
て
は
た
く
、
年
々
白
利
益
え
課
税
す
る
と

い
う
所
得
理
論
忙
し
た
が
い
、

課
税
年
度
に
先
行
す
る
三
年
間
白
平
均
償
却
前
利
盆
か
ら
間
接
に
控
除
さ
れ
る
手
績

(
F
Z
?宮
司
君
。

E
問
。
司
印
公
ω
日
)
が
採
用
さ
れ
て
、
残
高
が
営
該
年
度
白
課
税
所
得
と
た
っ
た
の
ゼ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
営
該
年
度
陀
、
税
法
て
認
め

ら
れ
た
減
債
償
却
額
に
、
前
一
二
年
閣
の
平
均
償
却
前
利
盆
が
満
た
な
H
場
合
に
は
、
平
均
償
却
前
利
益
部
分
の
み
が
控
除
さ
れ
限
度
一

杯
の
控
除
が
出
来
た
い
事
例
が
蛮
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
の
治
こ
っ
た
時
に
「
教
果
が
あ
た
え
ら
一
れ
た
か
っ
た
控
除
額

互
は
控
除
額
の
一
部
は
女
年
度
の
査
定
を
た
す
目
的
の
た
め
の
・
:
・
:
控
除
額
に
附
加
さ
れ
う
る
」
と
不
足
額
の
繰
延
ベ
が
認
め
ら
れ
た

の
て
あ
る
。

以
上
考
察
し
た
ご
ー
に
く
福
英
園
税
務
曾
計
に
治
け
る
減
債
償
却
の
展
開
は
漸
準
的
て
あ
り
、
陳
腐
化
控
除
に
つ
い
℃
は
、
税
務
賓
践

英
国
税
務
官
計
に
お
け
る
輔
債
償
却
の
生
成
・
確
立
過
程
伺

第
七
十
六
巻

五

回

事

技

五
七



英
国
税
務
官
計
に
お
け
る
悼
債
償
即
の
生
成
・
確
立
過
程
伺

第
七
十
六
巻

五
一
五

第

按

五
f、

ぞ
部
分
的
に
採
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
モ
の
一
般
化
は
長
い
間
ベ

y
Jアィ

Y

グ
白
欣
簡
に
あ
っ
た
が
、
己
心
問
題
を
一
一
擦
に
解
決
し
た

白
は
第
一
女
大
戦
下
D
経
済
欣
勢
で
あ
っ
た
。
「
戦
時
糠
件
下
に
お
け
る
切
迫
し
た
欣
勢
と
所
得
税
及
び
超
過
利
得
税
の
高
率
化
と
が

減
債
償
却
問
題
に
つ
い
て
心
所
将
税
に
革
命
を
も
た
ら
い
L
、
「
税
務
営
局
を
し
て
よ
り
自
由
な
控
除
を
認
め
る
方
向
に
縛
換
寸

L
め
る

己
と
に
重
大
た
影
響
を
及
ぼ
し
た
」

D
て
あ
る
。

一
九
一
豆
年
比
新
設
さ
れ
た
職
時
超
過
利
得
税
を
規
定
し
た
一
九
一
主
年
(
第
一
一
)
歳
入
法
は
「
損
耗
叉
は
更
新
白
た
め
の
:
費
用

は
・
:
所
得
税
法
に
従
い
認
め

b
れ
る
も
の
以
外
は
認
め
ら
れ
な
い
」
(
聞
各
&
・
(
色
町
民
円

F
H
V民
国
)
と
超
過
利
得
税
の
算
定
に
つ
同

て
認
可
し
ろ
る
滅
債
償
却
控
除
を
と
れ
ま
で
の
所
得
税
法
規
定
に
限
定
し
た
が
、
首
法
第
四
十
候
ほ
、
内
園
歳
入
委
員
舎
に
特
別
償
却

又
は
陳
腐
化
償
却
を
認
可
す
る
槽
限
を
興
え
、
控
除
額
の
決
定
に
大
き
な
伸
縮
性
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
部
ち
「
内
閣
歳
入
委
員
合
は
:

現
在
白
戦
争
の
結
果
と
し
て
の
更
新
、
修
繕
の
延
期
又
は
中
止
宮
切

G
E
E
S
2
E
4
g
Z
丘

2
0
5
r
c
H
H
G
P
5
あ
る
い

は
職
時
目
的
の
た
め
に
企
業
に
投
下
古
れ
た
資
産
の
特
別
た
減
債
叉
は
陳
腐
化

2
2
E
S乙
品
。
胃

E
邑
自
由
。
r
E
H
O
R
8
8
あ

る
い
は
現
在
の
戦
争
に
関
連
し
て
敬
争
期
間
白
終
了
後
は
企
業
白
目
酌
の
た
め
に
不
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
と
こ
ろ
の
設
備
を
設
置
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
必
要
:
・
等
々
に
よ
る
特
別
な
事
例
に
お
い
て
、
現
行
法
白
第
四
ス

9
0
ュ
l
ル
の
規
定
が
修
正
さ
れ
る
ベ
さ
と
見
倣
古
れ

た
場
合
に
は
:
:
:
特
別
な
る
事
例
に
遁
臆
す
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
程
度
D
営
該
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
修
E
t認
め
る
槽
限
を
も
ち

ろ
る
」

9
5
E
5・
ち
-
官
二
)
と
敬
一
岬
経
済
下
に
お
け
る
戦
時
軒
ポ
封
、
鞍
時
陳
倒
州
、
鞍
時
生
産
施
設
の
披
主
主
街

し
て
、
税
訟
で
従
来
認
可
さ
れ
た
以
上
に
減
債
償
却
控
除
額
を
撰
大
す
る
可
能
性
を
企
業
に
興
え
仁
川
。
さ
ら
に
一
八
四
二
年
以
来
修
耳

に
修
正
士
重
ね
て
き
た
所
得
税
訟
を
全
面
的
に
改
正
統
合
し
た
一
九
一
八
年
所
得
税
法

4
Z
F
E
E
0
4員

krF
巴
昆
は
、

九

一
五
年
(
第
二
)
歳
入
法
の
滅
債
償
却
規
定
て
職
時
献
勢
下
に
お
け
る
特
例
を
あ
つ
か
っ
た
の
に
封
し
て
、
五
十
六
僚
に
治
い
て
直
接



凋
接
に
現
在
の
戟
争
に
蹄
因
す
る
設
備
の
一
時
的
遊
休
化
巾
に
お
こ
る
減
債
を
物
質
的
損
耗
に
よ
る
減
債
に
含
め
る
こ
と
を
明
確
化
す

る
と
共
に
、
陳
腐
化
投
除
を
一
般
的
に
認
可
し
た
。
一
九
一
八
年
所
得
税
法
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

D
第
七
規
則
は
「
取
替
え
ら
れ
た
機
械
又

は
設
備
白
原
債
か
ら
パ
己
れ
ま
で
の
〕
按
除
金
額
及
び
営
設
機
械
叉
は
設
備
白
責
却
賢
現
額
を
差
引
い
た
も
の
に
相
営
す
る
金
額
を
・
・
・

損
金
と
し
て
控
除
す
る
こ
と
が
認
め

b
れ
う
る
」
と
、
陳
腐
化
機
械
の
未
償
却
残
高
(
簿
債
)
マ
イ
ナ
ス
虚
分
債
格
相
営
額
を
取
替

叉
は
鹿
棄
し
た
年
度
由
利
盆
か
ら
控
除
し
う
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し

h
o

己
こ
で
注
意
一
せ
ね
ば
左
ら
な
い
己
と
は
、
一
九
一
五
年
(
第
三
)
歳
入
法
は
、
戦
時
の
陳
腐
化
を
問
題
と
し
、

一
九
一
八
年
所
得
税
法

白
規
定
は
陳
腐
化
一
般
を
封
象
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
女
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
陳
腐
化
控
除
D
年
度
所
属
の
相
違
が
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
一
九
一
八
年
所
得
税
法
て
認
め
ら
れ
た
陳
腐
化
に
謝
す
る
控
除
は
、
機
械
が
陳
闘
し
、
モ
れ
を
取
替
叉
は
慶
棄
し
た
年
度
に
客
観

的
に
把
握
し
う
る
経
済
的
減
債

(
4
E
E
a
。
t
E
H
E
n
B
2
H。
g
c
H
E
n
g
B
Z
E吉
田
2
E冨
〉
を
益
額
控
除
す
る
も
り
で
あ
り
、

経
済
的
減
債
を
あ
ら
か
じ
め
推
定
し
、
機
械
の
経
済
的
に
使
用
可
能
た
期
聞
に
通
経
済
的
減
債
を
物
質
的
減
債
と
共
K
配
分
す
る
も
の

ゼ
は
な
か
づ
た
白
て
あ
る
。
耐
用
年
教
を
経
済
酌
に
使
用
し
う
る
期
間
に
短
縮
し
、
経
済
的
減
債
を
田
政
せ
ん
と
す
る
方
法

(
m
E
P邑

骨
白
日
氏
自
。
町
ち
SHSH
。
区
。
HomEロ
B
は
、
一
九
一
五
年
(
第
一
一
)
歳
入
法
に
規
定
す
る
特
別
減
債
叉
は
陳
腐
化
の
取
扱
に
お
い
て
見

出
す
こ
と
出
来
る
。
戦
争
期
間
中
陀
措
置
生
し
た
方
大
な
経
済
的
減
債
は
、
戦
争
期
聞
に
昼
縮
さ
れ
た
償
却
期
聞
に
配
分
、
回
牧
さ
れ
た
白

ゼ
あ
る
。
園
防
需
要
白
消
波
に
基
づ
く
陳
腐
化
の
短
期
間
内
て
の
償
却
を
意
味
す
る
特
別
償
却
は
「
戦
前
債
値
」
(
超
過
利
得
税
の
設
定

さ
れ
た
最
初
の
曾
計
年
度
期
首
白
資
産
の
債
値
又
は
そ
の
後
に
取
得
し
た
資
産
白
原
債
)
と
「
職
後
債
値
」
(
超
過
利
得
税
の
課
さ
れ
る
最

後
の
曾
計
年
度
期
末
白
資
産
の
市
場
債
値
)
と
の
差
額
即
ち
職
時
保
件
か
ら
結
果
す
る
資
産
の
償
値
的
金
損
失
吉
宮
HHSm
山口

E
F
o
D

控
除
を
認
め
た
も
白
て
あ
っ
「
。
モ
し

τ、
己
白
金
損
失
額
は
会
戦
争
期
間
の
各
年
度
比
平
均
的
に
賦
課
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
損
失

英
国
税
務
官
計
に
剥
け
る
減
債
償
卸
の
生
成
・
確
立
過
程
付

第
七
十
六
巻

豆
一
六

主事

銃

主王

九



英
国
税
務
脅
計
に
布
け
る
惜
債
償
問
の
生
成
・
確
立
祖
程
A
H

第

七

十

六

巻

五

一

七

六

O

が
確
定
し
た
曾
計
年
度
に
の
み
負
捲
さ
す
も
の
て
は
な
か
ワ
た

G

し
た
が
っ
て
散
時
特
別
償
却
は
明
ら
か
に
経
済
的
減
債
を
内
包
し
、

静

践

致
時
期
間
の
各
年
度
に
経
済
的
減
債
を
平
均
的
に
配
分
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
「
戦
後
債
値
」
が
確
認
さ
れ
、
損
失
額
が
確
定
す
る

ま
て
内
閣
歳
入
廓
は
戟
時
特
別
償
却
の
最
終
的
取
扱
を
停
止
し
て
い
九
の
で
、
一
九
一
八
舟
所
得
税
法
は
各
年
度
に
配
分
さ
れ
た
控
除

不
足
額
に
各
所
得
税
年
度
の
税
率
を
か
け
た
金
額
を
梯
戻
し
を
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い

h
。
最
初
戦
時
特
別
償
却
に
つ
い
て
の
控
除

額
は
一
年
に
ご

O
%と
制

限

さ

れ

て

い

た

が

、

あ

と

で

こ

の

制

限

は

排

止

さ

れ

た

。

〉

「
第
一
次
大
執
が
所
得
決
定
に
ふ
お
い
て
減
債
償
却
が
重
要
ゼ
あ
ふ
己
と
を
一
暦
庚
く
、
認
識
さ
せ
る
に
至
っ
た
」
。

，Yレ
イ
ヌ

J
R
V

ト

2

の
産
業
面
の
中
心
問
題
は
再
取
得
と
滅
債
償
却
の
問
題
で
あ
っ
た
」
白
て
あ
る
。

「
戦
時
及
び
散
後

註
(1) 

E
F
E問。』口
E
官
、
口
、
こ
常
陣
、
号
、
ξ
品
、
思
忌
芯
司
、
語
、
号
加
え
R
E
F
-∞
話
、
℃
凶
戸
口
H
E
吉
田
』

5

2

F
ロ
E

E
宮内与

国内凶

F
m
ゆ
日
間
u

・

州
凶

F
R宮
内
-
L
L
S
匂]日
Q

門戸時乱同
g
g
v
F
E
F
F凶

P
1
p
r
E・
口
、
戸
山
田
中
・

凶
器
理
常
号
、
九
四
百
3
3
1
H
J
B
E
g
-
2
2
3
E
E
E且
p
g
E
H
5
3
F
ロ
E
F
1
g「
出
品
目
戸
田
古
田
・

ω
宮
出
向
日
目
福
島
氏
、
同

H
S唱
団

E
5
5
込
瓦
占
吋
∞
己
申
・

制

C
ロ丹市
5
3
E
z
p
h弘一、
B
E
E
S
〉
邑
己
何
回
ロ
肘
E40-4忠
告
制
邑
〉
R
Q
E
E肉
』
向
島
辛
口
切
H0・
D
o
日開。
L
C
Q
F
J
E
ロ
・
宅
詰
∞
i
g
c・

紛

巴

O
E
O
-
r
p
M
A
P
E
S
E
E
A
な
号

k
g
E
Z
U
3
3
g
w
m
F
E
E
-
唱
・
品
目
白

u
F巳
E
O
F
F
ヲ
出
。

的
岡
山
門
wyhSMLS足
場
開
V

・
8
0

ω
同
町
昔
、
、
久
、
p
b
k昔
、
言
、
4
t
p
u芝
、
骨
量
、
‘
S
S
R
-
a
L
u
g
-
〉
日
考
古
島
民
〈

O
R
b
H
S目
白

O]百
E
E
U
H
V
E
-
唱

5
0
・
Era-骨
子
沼
室
町
l
日

CF

ω
民
主
M
E
9
b弘
、
氏
、
主
主
弐
、
?
な
一
、
E-
司
自
由
同
色
同
円
。
自

F
z
q
m
L
U
E
u
勺旧日

制
∞
O]MmEE、
も

L
4
℃
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山
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司
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官
時
の
英
国
軸
務
曾
計
に
担
け
る
減
債
償
却
法
は

F
E
n
p
a
を
基
準
と
す
る
方
法
ー
と
垣
正
問
。

przM
〈
己
「
討
を
基
草
と
す
る
方
法
が
あ

っ
た
。

2
5
9
m
Eは
、
原
債
計
算
に
お
い
て
用
い

b
p
る
棄
債

l
直
棲
費
で
は
な
く
、
原
始
(
取
得
)
原
債
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

ガ
ー
ク
、
フ
エ
ル
ズ
が
、

E
目
。
凸
O
M持

H
回
。
日
羽
目
】
日

E
8
2
0
2件
。
片
目

E
E
o
(
P
E
r
m
s山
E
F
E止、
4
A
R
S
E
-
ま
E
-

H

∞
お
、
旬
日
日
。
)
と
註
解
し
て
い
る
場
骨
の
前
者
即
ち
取
得
原
慣
が
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
阿
川
口
E
O
口
♀
凶
で
あ
る
。
一
八
首
犯
か

b
十
九
世

紀
に
か
け
て
棚
卸
資
産
官
計
で
評
伺
基
準
と
な
っ
た

P
E
o
p込
(
E
E
E
-
p
b計

g
E
4
p
d百
弐
、
、
な
れ

]cup-ν

古
∞
)
も
玄

た
取
得
原
債
を
き
し
て
い
た
。

P
E
o
p
a
法
は
、
一
般
に
船
舶
の
場
骨
に
採
用
さ
れ
た
方
法
で
あ

p
(却
諭
剖
外
は
あ
る
。

E
F
F一-
E
F
E
Z
P
E
吋
R
E

F
・
4
F
F
5
2
E
3
事
件
に
お
い
て
は
、
き

EB1品。
3
5
-
E
法
が
問
題
ξ
な
っ
て
い
る
が
)
、
取
得
原
慣
に
毎
年
一
定
苧
乞
恥
け
て
定

額
控
除
を
す
る
置
練
法
的
な
方
法
で
あ

p
、
表
示
形
式
は
間
接
法
的
な
仕
方
に
よ
っ
て
ヤ
た
。

F
E
F
出

E
E白
回
目
宮
品

E
E
E
F
n
E

F
4冨
岡
品
目

40(包
富
)
事
件
に
和
い
て
、

F
L
叶

E河
口
買
は
嘗
時
賞
鴎
さ
れ

C

い
た
減
債
基
金
法
を
否
定

L
て
、
「
始
。
平
均
命
監
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